
議   第  １０５  号   

令和 ５ 年 ６ 月１６日提出   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部改正について 

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１の表に次のように加える。 

９１ 

熊本市認知症疾患医療

センター運営事業受託

事業者選定委員会 

熊本市認知症疾患医療センター運営事業に係る

受託事業者の選定について審議する。 

別表５の表に次のように加える。 

１７ 
熊本市性に関する指導

の推進委員会 

熊本市性に関する指導案集を作成するため、必

要な事項を審議する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （提出理由） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく附

属機関を設置するため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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○熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 備考 

第１条 【略】 第１条 【略】  

（設置） （設置）  

第２条 別表に定めるところにより、執行機関及び公営企

業管理者の附属機関を置く。 

第２条 別表に定めるところにより、執行機関及び公営企

業管理者の附属機関を置く。 

 

２ 前項の規定によるもののほか、執行機関及び公営企業

管理者は、規則又は企業管理規程で定めるところによ

り、その附属機関として次に掲げるもの（設置期間が１

年以内のものに限る。）を置くことができる。 

２ 前項の規定によるもののほか、執行機関及び公営企業

管理者は、規則又は企業管理規程で定めるところによ

り、その附属機関として次に掲げるもの（設置期間が１

年以内のものに限る。）を置くことができる。 

 

(1) 本市が発注する業務等に係る受託者の選定に関し必

要な審査又は審議をするもの 

(1) 本市が発注する業務等に係る受託者の選定に関し必

要な審査又は審議をするもの 

 

(2) 災害、事故その他の臨時に生じた行政課題への対処

に関し必要な調査又は審議をするもの 

(2) 災害、事故その他の臨時に生じた行政課題への対処

に関し必要な調査又は審議をするもの 

 

第３条 【略】 第３条 【略】  

別表 別表  

１ 市長の附属機関 １ 市長の附属機関  

 附属機関名 設置目的 

1 

～ 

86 

【略】 【略】 

87 熊本市地域包括

支援センター運

営事業受託事業

者選定委員会 

熊本市地域包括支援センター運営

事業に係る受託事業者の選定につ

いて審議する。 

88 【略】 【略】 

 附属機関名 設置目的 

1 

～ 

86 

【略】 【略】 

87 熊本市地域包括

支援センター運

営事業受託事業

者選定委員会 

熊本市地域包括支援センター運営

事業に係る受託事業者の選定につ

いて審議する。 

88 【略】 【略】 

 

 

 

<参考>令和5年第一回定例会 

【８７】熊本市地域包括支援センター運営事業に係る

受託事業者の選定は５年に１度しか行わないため、こ

れまでは規則での設置と廃止をしていたが、５年に１

度とはいえ定例的に必要となる附属機関であることか

ら条例に定めることとした。 
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～ 

90 

91 熊本市認知症疾

患医療センター

運営事業受託事

業者選定委員会 

熊本市認知症疾患医療センター運

営事業に係る受託事業者の選定に

ついて審議する。 

 

～ 

90 

 【新設】 

 

 

 

 

 

 

【新９１】熊本市認知症疾患医療センター運営事業に

係る受託事業者の選定は数年に１度しか行わないた

め、これまでは規則での設置と廃止をしていたが、定

例的に必要となる附属機関であることから条例に定め

ることとした。 

（担当：高齢福祉課） 

２ 上下水道事業管理者の附属機関 ２ 上下水道事業管理者の附属機関  

 【略】  【略】  

３ 交通事業管理者の附属機関 ３ 交通事業管理者の附属機関  

 【略】  【略】  

４ 病院事業管理者の附属機関 ４ 病院事業管理者の附属機関  

 【略】  【略】  

５ 教育委員会の附属機関 ５ 教育委員会の附属機関  

 附属機関名 設置目的 

1 

～ 

16 

【略】 【略】 

17 熊本市性に関する

指導の推進委員会 

熊本市性に関する指導案集を作成

するため、必要な事項を審議す

る。 
 

 附属機関名 設置目的 

1 

～ 

16 

【略】 【略】 

 【新設】 

 

 

 

 

 

【新１７】平成26年に作成した性に関する指導案集に

ついて、新学習指導要領や現代的課題（SNS問題等）

に対応したものを作成（全面改訂）するため、必要な

事項を審議する。 

＜作成までのスキーム＞ 

・附属機関にて指導案集に反映させる内容を審議 

・その後、ワーキンググループ（庁内のみ）にて作成

（R7.3作成予定） 

（担当課：健康教育課） 

   附 則 

  この条例は、公布日から施行する。 




